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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部が水路上部の揺動支点部材で保持され、下部に取付けられたフロートが水面に浮上
して、水位に応じて揺動可能な可撓性の臭気遮断ゲートと、この臭気遮断ゲートを水面上
に引き上げ可能な昇降機とを備え、前記臭気遮断ゲートのフロートに、水路上部のガイド
部材に掛け回されたロープの一端部が連結され、このロープの他端部にフロート用ウェイ
トが連結されており、
　前記揺動支点部材は、臭気遮断ゲートを上下流側から保持する一対のガイドローラであ
り、前記臭気遮断ゲートの上部は昇降機に連結されていることを特徴とする水路の臭気遮
断装置。
【請求項２】
　上部が水路上部の揺動支点部材で保持され、下部に取付けられたフロートが水面に浮上
して、水位に応じて揺動可能な可撓性の臭気遮断ゲートと、この臭気遮断ゲートを水面上
に引き上げ可能な昇降機とを備え、前記臭気遮断ゲートのフロートに、水路上部のガイド
部材に掛け回されたロープの一端部が連結され、このロープの他端部にフロート用ウェイ
トが連結されており、
　前記揺動支点部材は、臭気遮断ゲートを上下流側から保持する一対のガイドローラであ
り、前記臭気遮断ゲートは、上部が昇降機のドラムでＵターンされて、その下部に臭気遮
断ゲート用ウェイトが連結されていることを特徴とする水路の臭気遮断装置。
【請求項３】
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　上部が水路上部の揺動支点部材で保持され、下部に取付けられたフロートが水面に浮上
して、水位に応じて揺動可能な可撓性の臭気遮断ゲートと、この臭気遮断ゲートを水面上
に引き上げ可能な昇降機とを備え、前記臭気遮断ゲートのフロートに、水路上部のガイド
部材に掛け回されたロープの一端部が連結され、このロープの他端部にフロート用ウェイ
トが連結されており、
　前記揺動支点部材は、臭気遮断ゲートの上部をＵターンさせる引き上げ用ローラであり
、この引き上げ用ローラは昇降機に連結されていることを特徴とする水路の臭気遮断装置
。
【請求項４】
　前記揺動支点部材よりも上部で、臭気遮断ゲートと上流側の水路壁面との隙間には、シ
ール部材が設けられていることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の水路の
臭気遮断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水路の臭気遮断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、下水管路（水路）から沈砂池（水路）内に流入する臭気を遮断するために、水路
上部にヒンジ部で結合され、下部のフロートが水面に浮上するようにした臭気遮断ゲート
がある（特許文献１参照）。
【０００３】
　この臭気遮断ゲートは、フロートで水位変化に自動追従させるとともに、水位が異常に
高まる緊急時等には、流水阻害をしないように、電動シリンダ、多数の滑車、ロープを用
いて、臭気遮断ゲートを水面から離れる方向の開き位置に揺動させるようにしている。ま
た、臭気遮断ゲートを水位変化に自動追従させるためのバランスウェイトが設けられてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－５６０５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、臭気遮断ゲートは、鋼製であるためにコストが高くなり、重量も重くな
るから設置作業が大掛かりになるとともに、大型のフロートも必要になる。
【０００６】
　本発明は、前記問題を解消するためになされたもので、臭気遮断ゲートの重量を軽くし
てフロートを小型化できる水路の臭気遮断装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本発明の請求項１は、上部が水路上部の揺動支点部材で保
持され、下部に取付けられたフロートが水面に浮上して、水位に応じて揺動可能な可撓性
の臭気遮断ゲートと、この臭気遮断ゲートを水面上に引き上げ可能な昇降機とを備え、前
記臭気遮断ゲートのフロートに、水路上部のガイド部材に掛け回されたロープの一端部が
連結され、このロープの他端部にフロート用ウェイトが連結されており、前記揺動支点部
材は、臭気遮断ゲートを上下流側から保持する一対のガイドローラであり、前記臭気遮断
ゲートの上部は昇降機に連結されていることを特徴とする水路の臭気遮断装置を提供する
ものである。
【０００９】
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　本発明の請求項２は、上部が水路上部の揺動支点部材で保持され、下部に取付けられた
フロートが水面に浮上して、水位に応じて揺動可能な可撓性の臭気遮断ゲートと、この臭
気遮断ゲートを水面上に引き上げ可能な昇降機とを備え、前記臭気遮断ゲートのフロート
に、水路上部のガイド部材に掛け回されたロープの一端部が連結され、このロープの他端
部にフロート用ウェイトが連結されており、前記揺動支点部材は、臭気遮断ゲートを上下
流側から保持する一対のガイドローラであり、前記臭気遮断ゲートは、上部が昇降機のド
ラムでＵターンされて、その下部に臭気遮断ゲート用ウェイトが連結されていることを特
徴とする水路の臭気遮断装置を提供するものである。
【００１０】
　本発明の請求項３は、上部が水路上部の揺動支点部材で保持され、下部に取付けられた
フロートが水面に浮上して、水位に応じて揺動可能な可撓性の臭気遮断ゲートと、この臭
気遮断ゲートを水面上に引き上げ可能な昇降機とを備え、前記臭気遮断ゲートのフロート
に、水路上部のガイド部材に掛け回されたロープの一端部が連結され、このロープの他端
部にフロート用ウェイトが連結されており、前記揺動支点部材は、臭気遮断ゲートの上部
をＵターンさせる引き上げ用ローラであり、この引き上げ用ローラは昇降機に連結されて
いることを特徴とする水路の臭気遮断装置を提供するものである。
【００１１】
　請求項４のように、請求項１～３のいずれか一項において、前記揺動支点部材よりも上
部で、臭気遮断ゲートと上流側の水路壁面との隙間には、シール部材が設けられている構
成とすることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の請求項１によれば、臭気遮断ゲートを可撓性の臭気遮断ゲート（例えばゴム製
の臭気遮断膜）とすることでコストが安くなり、重量も軽くなるから設置作業が容易とな
るとともに、フロートも小型化できるようになる。
【００１３】
　また、フロート用ウェイトでフロートの動きが安定するとともに、フロートの浮力を減
らせるので、フロートをより小型化できるようになる。
【００１４】
　また、揺動支点部材は、臭気遮断ゲートを保持する一対のガイドローラであるから、構
造がきわめてシンプルになる。
【００１５】
　本発明の請求項２によれば、請求項１のコスト安やフロートの小型化等に加えて、臭気
遮断ゲートは、昇降機のドラムでＵターンして、下部に臭気遮断ゲート用ウェイトを連結
しているから、このウェイトで臭気遮断ゲートの重量が相殺されて、引き上げ力の小さい
安価な小型昇降機を用いることができる。
【００１６】
　本発明の請求項３によれば、請求項１のコスト安やフロートの小型化等に加えて、揺動
支点部材は、臭気遮断ゲートの上部をＵターンさせる引き上げ用ローラであり、この引き
上げ用ローラを昇降機に連結しているから、１／２のストロークで臭気遮断ゲートが昇降
されて、引き上げ量の少ない安価な小型昇降機を用いることができる。
【００１７】
　請求項４によれば、臭気遮断ゲートと水路壁面との隙間からの臭気をシール部材で効果
的に遮断することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１実施形態の水路の臭気遮断装置の側面図である。
【図２】（ａ）は水路と臭気遮断ゲートの平面図、（ｂ）は臭気遮断ゲートと戸当たりの
拡大平面図、（ｃ）はフロートの側面断面図、（ｄ）は臭気遮断ゲートとガイドローラと
シール部材の関係を示す拡大側面図である。
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【図３】本発明の第２実施形態の水路の臭気遮断装置の側面図である。
【図４】本発明の第３実施形態の水路の臭気遮断装置の側面図である。
【図５】引き上げ用ローラと戸当たりの拡大平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明を実施するための形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２０】
　図１は、第１実施形態の水路の臭気遮断装置の側面図である。この臭気遮断装置は、例
えば、合流式下水道のポンプ場や処理場において、沈砂池流入ゲート６の上流側の流入水
路暗渠部（水路）１に発生する臭気を遮断して、沈砂池（水路）２内に臭気を流入させな
いようにするものである。
【００２１】
　沈砂池流入ゲート６が設置された隔壁１３の沈砂池２側の壁面に沿って、上下方向に延
在するゴム膜製の臭気遮断ゲート１５が配置されている。この臭気遮断ゲート１５は、ゴ
ム膜製であるから可撓性であって撓み可能である。なお、長さ方向に可撓性があれば、薄
くて腰の強い金属製であってもよく、あるいは、折れ曲がり可能なキャタピラ状であって
もよい。
【００２２】
　臭気遮断ゲート１５の上端部には連結具１７でロープ１６が連結され、このロープ１６
は、スラブ１４上に設置された巻上機（昇降機）２０のドラムに直接的に巻き掛けられて
いる。したがって、臭気遮断ゲート１５は、ロープ１６を介してほぼ真上方向で水面上に
引き上げ可能となっている。
【００２３】
　巻上機２０は電動モータや電動シリンダであってもよく、電動ではなく手動であっても
よい。また、手動の場合には、ロープ１６に動滑車を追加すれば、操作力が軽くなる。さ
らに、巻上機２０を臭気遮断ゲート１５の引き上げ位置から離れた位置に設置することも
可能である。
【００２４】
　臭気遮断ゲート１５は、図２（ａ）のように、沈砂池２の両側壁１８の幅方向に延在し
、その両側端部は、両側壁１８に形成された戸当たり１９に気密に接触されている。
【００２５】
　臭気遮断ゲート１５の下端部にはフロート２１が取付けられている。このフロート２１
は、図２（ａ）（ｂ）（ｃ）のように、フロート２１の金具２２で臭気遮断ゲート１５の
下端部を挟み込んで、複数のボルト・ナット等で締め付けることで取付けられている。
【００２６】
　沈砂池２の両側壁１８には、臭気遮断ゲート１５の上部を上下流側から保持する一対の
ガイドローラ（揺動支点部材）２４が回転可能に両端支持されている。このように、臭気
遮断ゲート１５は、上部がガイドローラ２４で保持され、下部に取付けられたフロート２
１が水面に浮上することで、水位に応じて揺動可能である。また、臭気遮断ゲート１５は
、フロート２１が水流で下流方向に流されることで、テンション（張力）が作用する。
【００２７】
　臭気遮断ゲート１５のフロート２１の幅方向の両端部には、水路上部の幅方向の両側位
置に設けた滑車（ガイド部材）２６に掛け回されたロープ２７の一端部２７ａがそれぞれ
連結され、この両ロープ２７の他端部２７ｂに、フロート２１の動きを安定させるための
フロート用ウェイト２８がそれぞれ連結されている。そして、フロート２１の浮力の調整
は、このウェイト２８とのバランスにより決定される。
【００２８】
　図２（ｄ）のように、ガイドローラ２４よりも上部で、臭気遮断ゲート１５と上流側の
水路隔壁（壁面）１３との隙間には、隔壁１３で支持されたシール部材２５が設けられて
いる。
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【００２９】
　第１実施形態の臭気遮断装置であれば、臭気遮断ゲート１５が下降してフロート２１が
水面Ｌ１，Ｌ２に浮上しているときは、フロート２１が水流で下流方向に流されることで
、ガイドローラ２４を揺動支点として、臭気遮断ゲート１５にテンションが作用するから
、フロート２１と臭気遮断ゲート１５との間で臭気を遮断するようになる。
【００３０】
　また、水面がＬ２以上上昇した場合、巻上機（昇降機）２０でロープ１６を巻き上げる
と、臭気遮断ゲート１５は上昇して水面上に引き上げられるから（二点鎖線のフロート２
１を参照）、流水を阻害しないようになる。
【００３１】
　そして、臭気遮断ゲート１５をゴム膜製とすることでコストが安くなり、重量も軽くな
るから設置作業が容易となるとともに、フロート２１も小型化できるようになる。また、
臭気遮断ゲート１５をほぼ真上方向に引き上げ可能な巻上機２０だけであるから、背景技
術のような水位変化に自動追従させるための多数の滑車が不要となり、コンパクトで構造
がシンプルになる。
【００３２】
　さらに、フロート用ウェイト２８でフロート２１の動きが安定するとともに、フロート
２１の浮力を減らせるので、フロート２１をより小型化できるようになる。
【００３３】
　また、揺動支点部材は、臭気遮断ゲート１５を保持する一対のガイドローラ２４である
から、構造がきわめてシンプルになる。
【００３４】
　さらに、臭気遮断ゲート１５と隔壁１３との隙間からの臭気をシール部材２５で効果的
に遮断することができる。
【００３５】
　図３は、第２実施形態の水路の臭気遮断装置の側面図である。第１実施形態と相違する
のは、ロープ１６を無くし、臭気遮断ゲート１５をさらに上方に延在させ、巻上機２０の
ドラム２０ａで下流方向にＵターンさせて、その下部に臭気遮断ゲート用ウェイト２９を
連結している点である。
【００３６】
　第２実施形態では、臭気遮断ゲート１５は、巻上機２０のドラム２０ａでＵターンさせ
て、下部に臭気遮断ゲート用ウェイト２９を連結しているから、このウェイト２９で臭気
遮断ゲート１５の重量が相殺されて、引き上げ力の小さい安価な小型巻上機２０を用いる
ことができる。また、臭気遮断ゲート１５全体がゴム膜製であり、ロープ１６やその連結
具が不要になる。
【００３７】
　なお、スラブ１４の天井高さが高い場合には、Ｕターンさせるために臭気遮断ゲート１
５の長さが長くなることから、臭気遮断ゲート１５の上部にロープを連結し、このロープ
を上方に延在させ、巻上機２０のドラム２０ａで下流方向にＵターンさせて、その下部に
臭気遮断ゲート用ウェイト２９を連結することもできる。
【００３８】
　図４は、第３実施形態の水路の臭気遮断装置の側面図である。第１実施形態と相違する
のは、ロープ１６を無くし、臭気遮断ゲート１５の上部を引き上げ用ローラ３１で上流方
向にＵターンさせて、その上端部を隔壁１３に固定具３０で固定した点である。
【００３９】
　また、引き上げ用ローラ３１は、図５のように、戸当たり１９に形成した上下方向のガ
イド溝３２でガイドするとともに、引き上げ用ローラ３１は、連結具３４を介してロープ
３３で巻上機２０に連結している。
【００４０】
　第３実施形態では、臭気遮断ゲート１５は、引き上げ用ローラ３１でＵターンさせて、
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引き上げ用ローラ３１を巻上機２０に連結しているから、１／２のストロークで臭気遮断
ゲート１５が昇降されて、引き上げ量の少ない安価な小型巻上機２０を用いることができ
る。
【００４１】
　各実施形態では、沈砂池２内の水路にフロート用ウェイト２８と滑車２６を配置してい
るが、曝露防止のために、スラブ１４上に設けることも可能である。
【符号の説明】
【００４２】
１　　　流入水路暗渠部（水路）
２　　　沈砂池（水路）
１３　　隔壁（壁面）
１４　　スラブ
１５　　臭気遮断ゲート
１６　　ロープ
２０　　巻上機（昇降機）
２１　　フロート
２４　　ガイドローラ
２５　　シール部材
２６　　滑車（ガイド部材）
２７　　ロープ
２７ａ　一端部
２７ｂ　他端部
２８　　フロート用ウェイト
２９　　臭気遮断ゲート用ウェイト
３１　　引き上げ用ローラ
３３　　ロープ
Ｌ１，Ｌ２　水面
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